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改訂履歴 

日付 内容 

平成 30 年 2 月 初版 

平成 31 年 3 月 ■第３章を追加 ■事例集の追加 ■所要の文言整理 

令和５年３月 ■第５章を追加 ■事例集の追加 ■資料編の追加 

■所要の文言整理 
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第５章 サインにおけるユニバーサルデザイン 

 

サインは、利用者にわかりやすく施設情報を提供する手段であるとともに、利用者

に施設特性を印象づけるコミュニケーション手段でもあります。 

そのため、サインの作成にあたっては、施設を設置する意義を明確にするほか、施

設が持っている本来の価値との調和を図るとともに、だれもが本来持っている心地よ

いと感じる感情とは何かを検討することも重要です。 

この章では、サインに関わる人が、利用者の立場に立って考え、多様な利用者にと

って、使いやすい施設となるよう検討するために、サインが持つ意味や役割のほか、

実際にサインを作るうえで必要な考え方やポイントなどを記載しました。 
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１ サインとは 

 

サインとは、合図・記号・信号・看板や署名などのことで、

私たちの身の回りに溢れている情報提供手段の一つです。 
 

例えば、富士山や東京タワーなど象徴的で目印になるもの

から、コンサート会場に向かう大勢の人の流れや人の歩く

コツコツという音の響き、園路に沿った外灯の光、近くの

コーヒーショップの香りなど人を誘うもの、身ぶりやしぐ

さで気持ちを伝えるコミュニケーションの手段になるも

のまで、すべてサインと言えます。 
 

施設に設置するサインは、多様な利用者を迎え入れるもの

だと捉えれば、利用者が最初に接する私たちの「もてなし

の心」をあらわすものだと言えます。 
 

この章では、人と施設をつなぐものとして、特に、看板や

案内板などのサインを対象にします。 

  

施設に設置するサイン 
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２ サインの作成プロセスと取り組みの姿勢 

 

⑴作成プロセスの全体

像 

サインの作成は、施設整備と一体的な検討が必要となるた

め、第４章「ユニバーサルデザインによる公共施設整備」

とあわせて検討が進められるように、施設整備のプロセス

に沿った構成で検討事項を記載します。 
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⑵取り組みの姿勢 

①関係者みんなで考える 

 サインを含めた施設整備は、多くの関係者が共通した設

置目的を持ち、役割分担をして進めていくものです。 
 

 そのため、サインの作成にあたっては、利用者の意見や

現場の気づきなどを踏まえ、庁内や施設の設置・運用に

関わる人たちが協力し合い、横断的に取り組んでいくこ

とが重要です。 

 

②引き算の発想を意識する 

 苦情や要望などに対応して、その都度お知らせ等を掲示

した結果、廊下に掲示物があふれ、サインはわかりにく

くなり、お知らせはどれも読まれなくなるといったよう

な状況が見受けられます。 
 

 これは、対処療法的に対応し続けた結果、「本来、何のた

めにこのサインが必要なのか」「サインとしての機能が

適切に発揮されているのか」といった目的意識が薄れて

しまった例と言えます（プラスのデザイン）。 
 

そのため、施設の空間全体やさまざまな利用の仕方を想

定し、サインで対応すべきことを的確に捉え、施設整備

による対応や人的対応などとの組み合わせにより、最適

な空間をつくり出すことが重要です（マイナスのデザイ

ン）。 
 

 このことにより、案内サインの数や運用後の施設の使い

方の説明を減らすことができ、維持管理においても改修

がしやすく長期的なコストを抑えることにつながりま

す。 

  

「量」から「質」へ創意工夫

による引き算の発想（ガイド

ライン 53 頁） 

空間全体設計のイメージ 

空間を構成する壁や床、天井、

照明、カウンター、ソファなど

の色・素材・配置等を踏まえた

トータル設計のこと 

関係者のイメージ 
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③継続的に考える 

 すべての人や多様なニーズに対応できる環境を整備す

るためには、多様な主体との協働により、絶えず改善を

考え、実践し続けるプロセスが重要です。 
 

 そこで、サインの作成にあたっては、本章を参考に、時

代や社会構造の変化、技術の進歩、ニーズの変化などを

捉え、関係者が一丸となって絶えず見直しを図り、より

快適な施設空間にしていくことが大切です。 
 

また、私たちが手を尽くしたと感じていても、意図せず

だれかの不安や不便さを招いている恐れもあります。 
 

そこで、利用者や管理者などさまざまな人から広く意見

を聴き、どうすれば今より少しでも多くの人が心地よく

施設で過ごせるかを考え続けることが大切です。 

  

【本庁舎サインの新旧の例】 

プラスのデザインからマイナスのデザインへの転換で、

サインが本質的な役割を果たしている例 

絶えず改善を考え、実践し続

けるプロセス 

竣工後検証の実施（ガイドラ

イン 70 頁） 
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３ 作成する前に確認すること 

 

⑴基本的な考え方 

ユニバーサルデザインの考え方に基づいたサインの作成

にあたり、検討の拠り所となる視点を基本的な考え方とし

て記載します。 

 

 

 
 

○だれもが 

利用者すべてに幅広く対応できるようにします。 

それは、すべてのサインをフル装備にすることではなく、

必要とする人に必要な情報提供を適切に行うことを意味

します。 

 

○認識できる 

 サインが有効に機能するためには、サインの存在自体が

直観的に「見つけやすい」ことが大切です。 
  

また、「記憶に残りやすい」工夫をすることで、その後の

行動をスムーズにします。 

 

○わかりやすい 

 サインの内容は具体的で簡潔な言葉を選び、図や記号、

色、音、手触りなどを適切に使い、情報を的確に伝える

ことが大切です。 
 

 安 全 性 

 施設の価値 

ユニバーサルデザインの７原

則（ガイドライン 56 頁） 

価値向上要件（ガイドライン

57 頁） 

プロセス要件（ガイドライン

57 頁） 
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 また、一度に多くの情報を伝えるのではなく、必要な情

報を必要な場所で得られるようにするという工夫も重

要です。 

 

○快適に感じられる 

快適であるためには、さまざまな身体的・精神的な状態

や条件でも自然に情報が得られ、アクセスしやすく、ゆ

とりのあるサイン空間にすることが重要です。 

 

○安全性 

施設の設置・運用においては、法令などの技術的な基準

を守ることや安全の維持に努めるだけでなく、利用者が

使い方を間違えないような工夫や、万が一使い方を間違

えたとしても、重大な結果にならないための工夫が必要

です。 
 

また、災害時などの非日常において、災害の発生や避難

経路などについての情報を、多様な利用者に対して、素

早く確実に伝達できるようにしなければなりません。 

 

○施設の価値 

サインを含めた施設整備においては、利便性や安全性の

向上はもちろんですが、地域や施設の持つ歴史的、文化

的な価値を創出・維持・発展させ、次世代に継承してい

くことも大切です。 
 

また、機能的で、やさしく統一感のある美しさなどを、

五感に訴えかける演出や「もてなしの心」により提供す

ることで、人が本来持っている心地よさを感じられるよ

うにすることも大切です。 
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⑵施設整備の計画段階

からの検討 

サインは、施設を快適に利用するための情報提供手段であ

るとともに、施設特性を伝える手段です。 
 

そのため、できるだけ施設整備の計画段階から一体的に検

討することで、サインの本来の役割が発揮され、施設空間

全体として、わかりやすく統一感があり、施設のコンセプ

トを生かしたデザインにすることができます。 
 

また、早い段階からサインの作成を検討することで、ムリ・

ムダ・ムラを省くことができるため、変更に対する労力や

コストを抑えることができます。 

 

⑶目的の明確化 

サインには、不特定多数の人が行動するために必要な情報

を的確に伝えるという役割があります。 
 

多様な人ができるだけひとりで目的の場所にたどり着く

ためには、だれもが認識でき、わかりやすく、快適に感じ

られる空間づくりやサインの作成が重要です。 
 

そのため、サインの作成にあたっては、利用者の立場に立

って考えた現状や課題を整理し、サインを作成する目的を

明確にしたうえで、その目的に沿って、施設空間や伝えた

い情報、実際の使用感、地域・施設特性との調和など、さ

まざまな要素を総合的に検討し、最適な手法を導き出すよ

うに心がけます。 

【公園にたたずむ中央図書館】 

枝や葉っぱをモチーフにしたサイン 

施設整備のプロセスとフロン

トローディング（ガイドライ

ン 54 頁） 
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○何のためにサインの作成が必要なのか 

○主なターゲットとなる利用者はだれなのか 

○サインでどのような情報を伝えたいのか 

○サインは地域や施設の特性を生かしているか 

○ソフト面でも適切な情報提供ができるか 
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４ 作成するうえで考えること 

 

⑴利用者の属性 

施設の利用が見込まれる人の属性ごとの配慮の内容を検

討します。これにより、サインにおけるユニバーサルデザ

インに配慮するポイントを明確にすることができます。 
 

利用者（例） 
不安・不便さ 

対応方法 
配慮するポイント 

車いす使用者 2 章 1-1 参照 目線の高さ・角度、照明の

映り込み、接近しやすさ、

安全なスペースの確保 

視覚障がい者 2 章 2-1 参照 

 

 

 

 

【全盲】音声・触知による

情報提供 

【弱視】まわりの明るさ、

視認性の高い配色・文字の

大きさ・文字の書体 

【視野障がい】認識しやす

い位置 

2 章 2-2 参照 【色覚障がい】色の使い方

（組み合わせ・色に頼らな

い表現） 

聴覚障がい者 2 章 3-1 参照 特に非常時の文字・光・振

動による情報提供 

知的障がい者 2 章 4-1 参照 わかりやすい言葉、略図・

ピクトグラムの視覚的な

情報の併用 

発達障がい者 2 章 4-2 参照 シンプルな背景に見やす

い位置、わかりやすい動

線、地図・ピクトグラムの

視覚的な情報の併用 

外国人 2 章 4-7 参照 わかりやすい言葉、多言語

表記、ピクトグラムの視覚

的な情報の併用 

知ることからはじめるユニバ

ーサルデザイン（ガイドライ

ン 10 頁） 

関連するマーク・ピクトグラ

ムの一覧（ガイドライン○頁） 

車いすの対応方法（ガイドラ

イン○頁） 

色の理解（ガイドライン○頁） 

文字等の表現方法（ガイドラ

イン○頁） 

伝える・理解するための配慮

（ガイドライン○頁） 

発達障がいの特性と内容（ガ

イドライン○頁） 
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利用者（例） 
不安・不便さ 

対応方法 
配慮するポイント 

高齢者  まぶしさ、視界の黄変化、

見やすい姿勢への配慮、目

線の高さ 

子ども  目線の高さ・角度、わかり

やすい言葉、ピクトグラム

の視覚的な情報の併用 

乳幼児連れの

人 

 接近しやすさ、十分なスペ

ースの確保 

 

⑵サインの配置 

■シンプルな動線・ゾ

ーニングを考える 

だれもがわかりやすく、混乱せずに無理なく移動できるサ

インを設置するためには、動線やゾーニングがわかりやす

いシンプルなものにします。 
 

このことで、施設の使い方や案内のサインを減らすことが

でき、維持管理においても改修がしやすく、長期的なコス

トを抑えることにつながります。 

 

■連続性に配慮する 

サインには、利用者の目的を快適に達成させるという役割

があります。 
 

そのため、利用者が出入口から目的の場所まで快適にたど

り着けるよう、さまざまな移動の流れ（動線）をイメージ

します。 
 

出入口や移動空間、目的の場所など各空間の切り替わる部

分では、ハード・ソフト両面から切れ目なく情報提供でき

るように計画します。 

  

シンプルなデザインの効果

（ガイドライン 62 頁） 

連続性に配慮する（ガイドラ

イン 63 頁） 
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■現実的な場面を想定

する 

サインをより実用的なものにするためには、利用者の動線

や交錯、時間帯に応じた混雑具合など、実際の利用状況を

想定します。 
 

また、既存の施設や建設中の施設において、実際にサイン

の配置を試すことで、利用場面や周辺環境を含めた見やす

さ（死角の有無や照明の位置、サインの背景など）、音の聞

きやすさ（響き方など）、触りやすさ（手触りや足触りなど）

などを、確認することができます。 

 

■配置の種類について

考える 

配置は、主に３種類にわけることができます。施設特性を

生かした配置について検討します。 
 

配置方法 図 考え方 

投網配置 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例：公園の散策ルート

案内 

移動の起点、終点を特

定せず、あらゆる移動

経路に対応するため、

施設内にくまなくサ

インを配置する考え

方 

階層配置 
 

 

 

 

 

 

 

例：本庁舎のフロア案

内 

限られた移動の起点

を想定し、いくつかの

終点に向かってサイ

ンを配置する考え方 

線状配置 
 

 
例：美術館の順路案内 

起点と終点を決めて、

その間の要所にサイ

ンを配置する考え方 

 

その他配慮事項（ガイドライ

ン○頁） 
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■掲示板を設置する 

施設を適切に運用するためには、開館状況や利用案内、イ

ベント案内や臨時的なお知らせなどの情報を利用者に適

宜伝える必要があります。 
 

これらの情報を掲示物として、壁やカウンターなど様々な

場所に無秩序に貼りだすと、利用者は必要な情報がどこに

あるか探さなくてはならず、情報が伝わりにくくなります。 
 

そのため、施設を整備する際には、掲示板を設置して情報

を集約する場所をあらかじめ定めておくことが大切です。 
 

また、掲示板の設置においては、利用者の動線や施設特性

に配慮し、サインの妨げにならず、スペースにゆとりのあ

る場所への設置を心がけます。 

 

■サインの取付方法を

選択する 

サインの周辺環境との調和を図りつつ、多様な利用者の認

識しやすさを意識して、利用者の属性や情報提供の流れに

ふさわしい取付方法を選択します。 
 

安全性の観点から、移動の妨げにならない配置を基本とし、

サインによって危険な死角ができないような配慮も必要

です。 
 

また、経年劣化による落下や破損などを防ぐため、取付部

分の材料選定や施工方法など、安全性にも配慮します。 
 

取付方法 内容・配慮するポイント 

吊下型 天井から吊り下げる方法 

○天井直付型やペンダント型などがある。 

○高い位置に設置可能なので混雑する場所で

の設置に適しており、遠距離からの視認性

にも優れている。 

○車いす使用者など目線の低い人がいること

を考慮する。 
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取付方法 内容・配慮するポイント 

突出型 壁や柱から、通路方向などに突き出して取り

付ける方法 

○高い位置に設置可能なので混雑する場所で

の設置に適しており、遠距離からの視認性

にも優れている。 

○車いす使用者など目線の低い人がいること

を考慮する。 

○比較的狭い通路に面した施設の入口などを

強調して表示する際に用いる。 

○利用者がぶつからないように配置や設置す

る高さなど、安全性に配慮する。 

○順光や逆光であっても視認性を確保する。 

○利用者の動線を踏まえ、死角にならないよ

うな位置や向きに配慮する。 

壁付型 壁に平付けする方法 

○埋込み型、半埋込み型、壁外付型等がある。

壁面に直接表示する場合もある。 

○施設名などその場所の名称を示す場合や地

図、詳細な案内などに用いる。 

○主に近距離から見る掲出方法であるため、

子どもや車いす使用者などの目線、近づき

やすさ（周辺の十分なスペース確保など）に

配慮する。 

自立型 床面や路面上に取り付ける方法 

○固定型と可搬型がある。 

○特にサインの存在を強調する場合や、他に

支持方法がない場合に用いる。 

○主に近距離から見る掲出方法であるため、

子どもや車いす使用者などの目線、近づき

やすさ（周辺の十分なスペース確保など）に

配慮する。 

○利用者がつまずいたりぶつかったりしない

ように、形状や設置場所に注意する。 
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取付方法 内容・配慮するポイント 

床面型 床面に取り付ける方法 

○複雑な移動経路を示す場合や確実な規制が

必要な場合など、壁付型等の他サインと組

み合わせて使用することができる。 

○誘導ブロックや避難誘導灯などが代表的で

ある。 

○文字や図形の表示も可能だが、摩耗や素材

により滑る恐れがあるほか、人通りの多い

場所や人の滞留場所では見えにくくなり、

サインの役割が果たせなくなる場合などを

考慮する。 

置き型 窓口カウンターや記載台などに置く方法 

○最終的な目的の場所やサービス内容などを

表示する場合に用いる。 

○近距離から見る掲出方法であるため、立ち

止まり落ち着いて見ることができる。 

○置き型サインを多用したり、他の掲示物が

散乱していたりすると視認性を損なうの

で、設置箇所の周辺には物を置かないよう

配慮する。 
 

図：サインの掲出位置 
 

 

吊下型 

突出型 

壁付型 置き型 

床面型 自立型 
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■自然な姿勢について

考える 

利用者の属性や動線に応じた視認距離、視認位置、その位

置で必要な情報などを整理し、無理なく自然体で情報が得

られるような、最適な掲出の高さと表示の幅を選定します。 

 

⑶サインの仕様 

■サインの種類を選択

する 

施設のサインは、設置目的によって、大きく５種類にわけ

ることができます。その場所でどのような情報を伝えたい

のか、設置目的を明確にしたうえで、サインの種類を選択

します。 
 

サインの 

種類 
例 説明 

記名サイン 

 

対象物の名称を示して、他

と識別させるサイン 

施設看板や室名板のよう

に、対象施設や諸室などの名

称を示し、そこが目的の場所

であることや目的の場所に到

達したことを伝えるためのサ

イン 

案内サイン 

 

対象物の位置と現在地や

全体との関係を示すサイ

ン 

施設の総合案内板やフロア

マップように、利用者が自ら

行動を選択できるように、全

体図を用いて、現在地と目的

の場所の位置関係（経路や方

向・距離など）を伝えるため

のサイン 

 

掲出の高さと表示の幅（ガイ

ドライン○頁） 
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サインの 

種類 
例 説明 

誘導サイン 

 

目的の場所の方向を示す

サイン 

目的の場所までの方向を指

し示す矢印のように、経路や

方向、距離などを伝えるため

のサイン 

説明サイン 

 

対象物のさまざまな情報

を解説するサイン 

目的の場所や諸室のサービ

ス内容や利用方法などを示す

解説板のように、施設の円滑

な利用を促すためのサイン 

規制サイン 

 

人の行動を規制（禁止や警

告、注意など）するサイン 

立入禁止や禁煙のように、

施設利用者の安全や秩序を確

保するためのサイン 

 

■サインの伝達方法を

選択する 

人間は、いろいろな情報を無意識のうちに感じ取り、最適

な状態を確保しようと行動しています。人間の持つ視覚や

聴覚、触覚などの感覚をうまく利用することで、より快適

で心地よい情報伝達につながります。 
 

情報の伝え方として、文字やピクトグラム（絵文字）、色な

どの視覚情報、チャイム音や音声などの聴覚情報、視覚障

がい者誘導用ブロックや触知案内板、点字表示、手すりな

どの触覚情報による方法があります。 
 

多様な利用者に情報を伝える場合には、複数の伝達方法を

組み合わせます。 
 

しかし、多くの伝達方法を使用してしまうと、利用者にと

って、働かせる感覚や受け取る情報量が多くなり、かえっ

て混乱させてしまう可能性があります。 

視覚・聴覚・触覚を利用する

（ガイドライン 63 頁） 

サイン計画等の情報の配慮

（ガイドライン 66 頁） 

関連するマーク・ピクトグラ

ムの一覧（ガイドライン○頁） 
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そのため、利用者の属性やサインの配置箇所などを踏まえ、

組み合わせの必要性を検討し、伝達方法の種類や仕様など

を適切に選びます。 
 

また、壁・床の色や音の響き、手すりの設置など、空間全

体でサインを演出し、より快適で心地よい施設にすること

ができます。 
 

なお、ディスプレイなどの電子的な表示機器を使用して情

報発信することができるシステムをデジタルサイネージ

と言います。 
 

これは、視覚情報や聴覚情報、多言語化などの多くの情報

が発信できたり、利用者の属性や目的に応じた情報を提供

できたりします。 
 

なお、デジタルサイネージなどの電子機器を活用して情報

を提供する場合には、災害時など電源が失われることも想

定して、提供する情報を選択するほか、別の電源を確保し

たり、電子機器によらない情報提供の方法を検討したりし

ておくことが必要です。 
 

伝達方法 内容・配慮するポイント 

視覚情報サイン 文字、図、記号、色、形、光など 

○統一感があるデザインとする。 

○だれもが理解しやすい表現とする。 

○多様な施設利用者の主な動線を考慮

して、安全で気づきやすい（見やす

い）場所にサインを設置する。 

○サインとその周辺の明るさを確保す

る。 

○照明等の反射が起こらない素材とす

る。 

 

デジタルサイネージ（ガイド

ライン○頁） 
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伝達方法 内容・配慮するポイント 

聴覚情報サイン チャイム音、音声、メロディ音など 

○施設内での音の種類を統一する。 

○他施設での一般的な音の使い方と整

合させる。 

○他の音と混在せず、聞き取りやすく、

不快感のない音質・音量とする。 

○反響や残響（エコー）が発生せず、音

源の位置がわかるような空間づくり

に心がける。 

○情報内容が想像しやすく、簡潔な表

現にする。 

触覚情報サイン 点字、浮出文字、立体形状、感触（手触

り・足触り）、温度、振動など 

○連続して設置する。 

○安全で適切な凸凹の高さ、素材とす

る。 

○周囲の色とコントラストをつける。 

○視覚情報サインや聴覚情報サインと

組み合わせる。 

 

■サインの機能維持・

経済性を考える 

サインは、施設等に取り付けた後、通常付け替えることが

ないため、周辺環境にさらされて、経年による劣化が起こ

ります。 
 

このため、周辺環境（天候や照明など）によるサインへの

影響などを考慮し、耐久性のある素材や色などを選びます。 
 

また、サインに掲載している情報の変更（組織改正や室名

変更など）に対応するため、柔軟で可変性のあるしつらえ

にして経済性にも配慮します。 
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⑷サインの表現方法 

■見やすさについて考

える 

○文字は、視覚的に情報を伝える手段であるとともに、形

状や色などの表現により、様々な印象を与えることので

きる手段でもあるため、統一性、視認性、可読性、伝わ

るイメージなどを考慮します。 

 

○文字の書体は、地域や施設などの特性を踏まえ、伝えた

い情報内容に見合ったものを選びます。 
 

 また、サインの情報の入れ替えや修正などが想定される

場合には、汎用性が高い書体を選ぶことも有効です。 
 

なお、災害時などの非日常においては、文字内の空間が

広いものなど、より認識しやすい書体選びも大切です。 

 

○文字の大きさは、だれにどこから見られる情報サインな

のかを考え、各視認距離に応じた大きさ以上を確保しま

す。 
 

また、伝えたい情報内容に応じて、文字の大きさにメリ

ハリを付けることも大切です。 

 

○文字の間隔や行間は、広すぎると間延びした印象になり、

狭すぎると窮屈な印象となるので、全体のバランスを見

て調整します。 
 

特に、漢字が並ぶと詰まって見えたり、カタカナが並ぶ

と広く見えたりするので、注意が必要です。 

 

○文字量が多いと読み取るのに時間がかかり、少ないと短

時間で読み取ることができます。 
 

 そのため、文章の内容や読みやすさに配慮し、伝えたい

情報を整理し、できるだけ少ない文字量にし、適切な余白

を取るように心がけます。 

文字内の空間の広さ 

 

適切な文字の間隔や行間、文

字量、余白 

合理的配慮は、障がい者等の利
用を想定して事前に行われる建
築物のバリアフリー化、介助者
等の人的支援、情報アクセスビ
リティの向上等の環境の整備を
基礎として、個々の障がい者に
対して、その状況に応じて個別
に実施される措置である。 

視認性・可読性の違い 

文字等の表現方法（ガイドラ

イン○頁） 

合理的配慮は、障がい者等の

利用を想定して事前に行われ

る建築物のバリアフリー化、

介助者等の人的支援、情報ア

クセスビリティの向上等の環

境の整備を基礎として、個々

の障がい者に対して、その状

況に応じて個別に実施される

措置である。 

MS 明朝 MS ゴシック 

ご案内 ご案内 

MS ゴシックは、MS 明朝より

見やすく読みやすい。 

 笑 笑 
メイリオ MS ゴシック 

メイリオは、MS ゴシックより

はなれが明確になり、シルエッ

トの似た文字を判別しやすい。 

文字が詰まって余白のない状態 

適切な文字間・行間・余白がある

状態 
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■色について考える 

人間は、無意識のうちに明るい色に視線を向ける習性があ

り、多くの色を使うと、いろいろなところに目移りするた

め、伝えたい情報がうまく伝わりません。 
 

また、色の見え方は、色覚障がい者や高齢者など人によっ

てさまざまです。 
 

１つの空間の中で使う色は、できるだけ少なくなるように

して、サインとサイン周辺との色のコントラストに配慮す

ることで、情報を効率よく効果的に伝えることができます。 
 

なお、フロアマップのように、色を多く使って情報を区別

したい場合は、一色に濃淡をつけて表現すると、情報にメ

リハリをつけることができます。 
 

また、サインを目立たせたるために、太陽光や照明等の光

が当たるようにしてコントラストを作り出し、周囲から浮

き出させる方法もあります。これにより、サインに自然と

視線が向かい必要な情報が探しやすくなる効果がありま

す。 
 

このように、サインという一つの視点だけでなく、周辺環

境や空間を構成しているもの（背景や床・壁・天井、家具、

照明など）の総合的な視点を持ち、目的や場所を考慮して

最適な配色を選定します。 
 

なお、経年によって、色が薄くなったり消えてしまったり

して、視認性が低下するため、周辺環境（光や温度など）

に影響されにくい色を選定することも必要です。 

  

色の理解（ガイドライン○頁） 
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■聞きやすさについて

考える 

施設における場所や経路、設備などを案内する方法の一つ

として、音（音声・音響）により情報を伝えるサインがあ

ります。 
 

音サインは、視覚障がい者はもちろんのこと、その他の利

用者にとっても有効な情報伝達方法です。 
 

代表的なものとしては、例えば、駅での構内アナウンス、

電車の発車ベル、エレベーターの到着音などがあげられま

す。 
 

サイン 

の説明 
説明 例 

記号音 場所の基点を知らせる

ため、単音や人工的な

音を組み合わせた音 

ピンポーンという改

札口で発する音など 

警告音 危険な場所や状態を知

らせるための音 

サイレン音、ブザー

音、ベル音など 

識別音 対象を識別するための

象徴的な音 

トイレを示す流水

音、交差点を示す鳥

の鳴き声など 

音 声 伝えたい内容を言語で

表すもの 

駅ホームでの音声案

内、男女トイレ案内

など 

環境音 環境の音や器具の音な

ど、対象を識別するこ

とのできる音 

足音、反響音、改札機

ゲートのバタバタと

いう音など 

演出音 自然の音や空間を演出

するための音 

閉店のお知らせとし

て使用される「蛍の

光」など 
 

音サインが適切に機能するためには、周辺環境において、

発生している他の音や建物の反射音のほか、複数の重なる

案内音などがない空間づくりが必要です。 
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また、使用する音サインの内容や大きさ、音程、音色など、

聞き取りやすく、情報の内容をイメージしやすい音を選定

するほか、認識しやすさを考慮して発する場所や方向にも

配慮します。 
 

さらに、施設内外において、同様の情報を知らせる場合は、

音の種類や使い方などを統一することで、認識しやすくし

ます。 
 

なお、音サインを使用する際には、音の刺激に敏感な人も

いることから、地域特性や施設の利用状況なども考慮しま

す。 

 

■触りやすさについて

考える 

施設における場所や経路、設備などを案内する方法の一つ

に、身体の一部が触れることで知覚される情報案内があり

ます。 
 

代表的なものとしては、視覚障がい者誘導用ブロックや手

すり、触知案内板などが挙げられます。 
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種類 

（一例） 
イメージ 内容・配慮ポイント 

視覚障が

い者誘導

用ブロッ

ク 

 

視覚障がい者の移動を誘導

するもの 

○歩行の方向を誘導する「線

状ブロック」と方向転換や

停止・危険などを注意喚起

する「点状ブロック」があ

る。 

○「視覚障害者移動等円滑化

経路」など法定設置の場合

は、「高齢者、障害者等の

円滑な移動等に配慮した

建築設計標準」を参照し設

置する。 

○設置する際は、周辺との色

のコントラストに配慮す

る。 

○法定外の設置の場合は、多

様な人に配慮した適切な

突起の高さが望ましい。 

手すり 

（点字） 
 

肢体不自由者の歩行を補助

するもの 

○移動経路に沿って敷設す

るため、連続性があり、視

覚障がい者を目的の場所

へ誘導するサインとなる。 

○壁や床など周辺との色の

コントラストに配慮する。 

○力を入れて直接握るため、

安全性を考慮した強固な

取り付けや握りやすい仕

様などにする。 

 

【参考】「高齢者、障害者等の

円滑な移動等に配慮した建

築設計標準（国土交通省）」

手すり 

【参考】「高齢者、障害者等の

円滑な移動等に配慮した建

築設計標準（国土交通省）」

視覚障害者誘導用ブロック 
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種類 

（一例） 
イメージ 内容・配慮ポイント 

触知案内

板 

（点字） 

 

視覚障害者が施設などを安

全で円滑に移動できるよう

にするための手で見る地図

のこと 

○施設のおおまかな地図上

にアウトラインを浮き上

がらせ、トイレや各部屋な

どを点字で表示する。 

○「視覚障害者移動等円滑化

経路」など法定設置の場合

は、「高齢者、障害者等の

円滑な移動等に配慮した

建築設計標準」を参照し設

置する。 

○多様な色の見え方に配慮

した色を選定する。 

○直接触るものであるため、

安全性や衛生面に配慮し

た近寄りやすく触りやす

いものにする。 

 

触知サインの設置にあたっては、法令の遵守や国の基準等

を参考にすることはもとより、近接部に障害物（壁やカウ

ンター、車止め、樹木など）がなく、接近しやすい安全な

周辺環境を確保するほか、視覚障がい者等にとって、必要

な場所に連続して設置すること、適切な仕様（色や高さ、

太さ、素材など）とすることに配慮します。 

 

■理解しやすさについ

て考える 

○ピクトグラム（絵文字）は、言語に比べ多くの人が理解

しやすい視覚情報サインです。 
 

ピクトグラム（ガイドライン

○頁） 

サインのその他配慮事項（ガ

イドライン○頁） 

【参考】「高齢者、障害者等の

円滑な移動等に配慮した建

築設計標準（国土交通省）」

案内表示 
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直観的な情報伝達が可能であるため、公共施設やオリン

ピック・パラリンピックなどの国際大会でも広く普及し

ていて、ＪＩＳ（日本工業規格）などの標準化されたも

のもあるので、必要に応じて活用します。 

 

○矢印は、誘導サインの表現方法のひとつで、方向を端的

に示し、多様な人を直観的にわかりやすく誘導すること

ができます。 
 

しかし、例えば、下向きの矢印が下の階を示しているの

か、それとも後進を示しているのか、わからないことも

あるため、矢印により誘導する場合には、サイン計画だ

けでなく、施設空間全体を含めて、適切な方向を検討す

ることが必要です。 

  

○「やさしい日本語」は、阪神・淡路大震災で多くの外国

人が被害を受けたことをきっかけに、外国人にも配慮し

て、簡単にした、わかりやすい日本語のことです。 
 

これは、外国人だけでなく、障がい者や高齢者、子ども

など多様な人にも理解しやすいものとなり有効です。 
 

 多様な人の理解を促進するため、文章は短く、一文で一

つの情報を提供し、難しい言葉は避け、状況に応じて敬

語を使用するよりも、写真やイラストなどを併用するな

どの工夫をします。 

 

○多言語表記の参考として、現在、板橋区民全体に対して

外国籍住民の割合は約 5％を占めています。 
 

多くの人が来館する施設では、特に、日本語がわからな

い人への配慮として、英語を併記することが大切です。

地域や施設の特性上必要な場合には、中国語又は韓国語

その他の言語についても、併記することを検討します。 
 

なお、併記する言語が多すぎると、全体の視認性が低下

する場合があるので、注意します。 
 

やさしい日本語（ガイドライ

ン○頁） 

後進を示す矢印 

サインの設置場所や他のサイン

との関係性、空間構成要素など

を踏まえ、適切な方向を検討す

ることが大切 
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また、日本語の表記には、ふりがなを使用したり、「やさ

しい日本語」を意識したりすることで、漢字や難しい表

現が苦手な人にも伝わりやすくなります。 

 

○その他の工夫として、数字の活用があります。 

 アラビア数字は世界中で使われ、情報を記号化したり、

順序立てたりする特徴があります。 
 

役所の窓口など、利用者の目的の場所が複数ある場合に

は、窓口の名称の前に番号を付けるなど、だれもが分か

りやすい表記を心がけることで、案内板や館内図から窓

口までたどり着きやすくなります。 

 

番号を活用した本庁舎サイン 
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５ 運用開始以降に考えること 

 

⑴サインの維持管理 

サインは、情報伝達手段であるとともに、施設特性を印象

づけるコミュニケーション手段でもあります。 
 

施設を維持していく中で、経年によるサインの汚れや劣化

のほか、周辺環境の変化に伴う視認性の悪化などにより、

サインが機能しなくなることがあります。施設の信用や信

頼、ブランド価値などを低下させることにもつながりかね

ません。 
 

また、維持管理を怠ることで、サインの落下事故などによ

り、人にけがをさせてしまう可能性もあります。 
 

そのため、サイン本来の機能を維持するとともに、何より

安全性を確保するため、定期的な点検や保守が必要です。 

 

⑵人による適切な 

 情報提供 

快適に施設が利用でき、利用者の満足を向上させるために

は、適切なサインの設置・運用に加え、「もてなしの心」に

よる人的な対応が重要です。 
 

そこで、施設の運用開始以降においては、サインによるハ

ード面での案内だけでなく、運営者によるソフト面での適

切な案内や情報提供が必要です。 

 

⑶掲示物 

掲示物とは、施設を運用する中で、必要性に応じて掲示す

る利用者への案内や注意喚起の貼り紙、イベント案内・啓

発等のためのチラシ・ポスターなどのことです。 
 

掲示物は、費用をかけず手軽に作成できるため、必要性や

わかりやすさなどをきちんと精査せずに、数多く掲示して

情報が氾濫してしまうことがあります。 
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こうした事態を防ぎ、利用者に適切に情報を伝えるために

は、あらかじめ掲示物に関するルールを定めるとともに、

定期的に掲示状況やルールそのものを点検することが必

要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

掲示物に関して、ルールで定めることが望ましい事項は、

主に以下のとおりです。 
 

○掲示についてのルール 

・掲示場所（掲示板など、施設の既存のサインを邪魔し

ない場所） 

・配置（内容の緊急性や重要度等に応じた掲示位置） 

・掲示期間と点検の時期や頻度 

・貼り方（マグネットや画鋲など） 
 

○掲示物のフォーマット 

・大きさ（A4、B4 など） 

・向き（縦横） 

・色の使い方 

・文字のフォント 
 

また、掲示物以外にも、来館者に配布するチラシや冊子な

どを作成することがあります。これらのチラシや冊子など

についても、作成や配架に関するルールを定め、定期的に

見直しをすることが大切です。 
 

なお、1 枚の掲示物に掲載する情報が多すぎると、かえっ

て伝わりにくくなることもあります。 

大きさや縦横が混在し、内容の

重複も見られる自動交付機の

張り紙（旧本庁舎） 

引き算の発想を意識する（ガ

イドライン○頁） 

掲示物の内容や大きさ、掲示方

法が同じで整然とした掲示板

（区立美術館） 
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そのため、掲示物には最低限の案内のみ掲載し、詳細情報

は 2 次元コードなどを用いてホームページに誘導すると、

貼り紙が見やすくなるだけでなく、利用者が求めている情

報を適切に伝えることができ、情報の更新にも対応しやす

くなります。 

 

⑷継続的な見直し 

運用開始以降は、サイン作成時にどれだけ利用者や使用感

を想定していたとしても、利用者からの要望や想定外の使

われ方がされたり、運営する中での気づきがあったりしま

す。 
 

それらの課題をより良いサービスを提供するための機会

として捉え、関係者間で課題の本質的な解決策を探り、実

現し続けていくことが大切です。 
 

また、運用開始後に発生した課題を解決するため、利用者

を巻き込んだり、サインの試作品を作成し、実際の施設空

間の中で使い勝手を試したりすることも効果的です。 
 

このように、利用者の要望に応えていくことは、施設の快

適性を向上させるだけでなく、従事職員にとっても、誇り

ややりがいにつながる契機となります。 

 

 

継続的に考える（ガイドライ

ン○頁） 
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事例集 
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【区役所本庁舎サインの配慮事項の例】 

 

多様な人の幅広い意見を取り入れるプロセス 

区役所本庁舎サインは、旧本庁舎におけるサインの現状を調査し課題を抽出するとと

もに、板橋区バリアフリー推進協議会（現・板橋区ユニバーサルデザイン推進協議会）

で協議を重ねることで、スムーズに目的地へ誘導できる案内サインをめざしました。 

 

色によるわかりやすさと見やすい文字 

色について、南館では背景を青色、文字を白色に、

北館では背景をグレー、文字を白色に統一していま

す。館内で色を統一し印象づけることで、空間内の

青色やグレーが自然に案内板であることを認識で

き※、たどれば目的の場所に着くことができます。

また、案内板の色で今自分のいる建物が、北館なの

か南館なのかが認識できます。 

 

文字については、背景を暗い色、文字を白色にして、

はっきりと明度差のある色の組み合わせにするこ

とで、色覚障がい者を含めた、だれもが見やすい表

示にしています。 

 

フォントについては、文字に装飾がなく、線がはっ

きりとした視認性の高い「角ゴシック体 新ゴ-M」

を使用しています。 

 

 

※「空間全体の色彩計画」 

空間を構成するものに多くの色や鮮やかな色は使

わず、例えば、壁や天井、デスク、カウンターなど

は白色、床はグレーと色味のない色で統一すること

で、サインの青色やグレーを際立たせ、案内板とし

て印象づけています。 

 

 

【マンセル値】 

青：5.6PB2.5/8.7 

白：N10 

（明度差 7.5＞5） 

【マンセル値】 

グレー：N2.3 

白：N10 

（明度差 7.7>5） 

5） 

左：MS 明朝 

右：MS ゴシック 板 板 
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利用者の動きに沿った連続性のある案内 

区役所入口から目的の窓口まで、スムーズにたどり着けるようにするため、案内板は

「入口→玄関・各階ホール→廊下の曲がり角→目的の窓口」といった、利用者の動き

に沿った場所で、自然な姿勢で見られる位置に設置しています。また、それぞれの案

内板の役割を考え、案内板内に示す情報を整理しています。 

 

番号やサービス内容によるわかりやすい表示 

全ての課に窓口番号を設定することで、だれもがわかりやすく覚えやすい案内ができ

ます。また、区民等の利用が特に多い１階から３階は、課名と窓口サービス内容を併

記することで、利用者の目的に合わせた検索しやすい表示にしています。 

あわせて、低層階総合窓口職場の職員が協力し合い、横断的に検討した「受付案内シ

ステム」やパソコンや携帯電話で窓口の混雑状況が確認できる「板橋区役所リアルタ

イム窓口情報」を導入することで、ソフト面での窓口サービスの向上を図っています。 
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多言語による表記 

日本語がわからない利用者に配慮して、２か国語（日本語、英語）表記を基本として

います。不特定多数の利用者が目にする正面入口の全館総合案内サインについては、

視認性や可読性を考慮したうえで、４か国語（日本語、英語、中国語、ハングル）表

記としています。 

 

 

窓口ごとの二重待ちを

解消する。 

【受付案内システム】 

【板橋区役所リアルタイム窓口情報】 

窓口の混雑状況をリア

ルタイムで公開、混雑予

想なども確認できる。 

【４カ国表記の全館案内】 

（）】 

【２カ国表記の全館案内】 

【２カ国表記の 

 窓口サイン】 

【２カ国表記の誘導サイン】 

（総合案内サイン） 

（目的地サイン） 

（誘導サイン） （フロアマップ） 
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だれもが安全に歩くことができる視覚障がい者誘導用ブロック 

視覚障がい者誘導用ブロック（以下、「ブロック」という。）は、視覚障がい者に対す

る誘導や警告を、突起や色で表しています。 

本庁舎南館２階と３階に敷設しているブロック（以下、「南館ブロック」という。）は、

法定設置の屋外等ブロックよりも突起の高さが低くなっています。ブロックは視覚障

がい者が安全に歩くために大切なものですが、車いすやベビーカーが通行しにくかっ

たり、片麻痺の人や高齢者などがつまずいたりする原因となることもあるため、白杖

での認識と多様な人の安全な室内移動を両立できるよう工夫したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、法定設置の屋外等ブロックの色は、

周囲の床の色とコントラストをつけなけ

ればならないとされているため、黄色で

あることが多いですが、南館ブロックの

色はグレーです。これは、色のコントラス

トではなく、光を反射するビニール素材

を使い、天井の照明を当て、ブロックを光

らせることで、周囲の床と同じグレーに

しても認識しやすいものとしています。※ 

 

※「空間全体の南館ブロック敷設計画」 

そのほか、ブロック真上への照明の設置、ブロック周囲の床には反射しにくいカーペ

ット素材の使用といったブロックを際立たせる工夫を始め、サインの色彩計画を阻害

しない色の選定（色味や色の数を多用しない等）、弱視者への見え方に配慮した色使

い（白いカウンターとグレーの床の場合、カウンターの手前に明るい色のブロックが

駅など屋外でよく見かけるブロック。 

突起の高さは５ｍｍ程度。 

白杖などで線や点の突起を認識する。 

原則、JIS 規格。 

南館のブロック。 

突起の高さは 1.0ｍｍ程度。 

点の突起を交互に配置することで、

認識しやすいものにしている。 



 

40 

 

あると、床に段差があるように見える等）、利用者が窓口に行きやすいようなブロッ

ク・カウンター・ソファーの直線的配置など、ブロックだけではなく、空間全体とし

てさまざまな要素を満たせるようブロックを敷設しています。 

 

 

【参考】 

板橋区サイン多言語化基準書（板橋区） 

板橋区本庁舎オフィス機能整備基本方針書（板橋区） 

本庁舎サイン整備基本方針（板橋区） 

利用者の身体性に着目したエビデンス・ベースド・デザインによる情報提供の重要

性に関する考察（桑波田謙） 
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【板橋特別支援学校の配慮事項の例】 

板橋特別支援学校では、先生が子どもたちの特性をふまえ、子どもたちがわかりやす

く安心して楽しく学校生活を送れるよう、丁寧に試行錯誤しながら行ったさまざまな

工夫がありました。 

そこで、サインにおけるユニバーサルデザインにとって大切な「サインは利用者のこ

とを想像し、施設から利用者へ働きかけるコミュニケーション手段である」という視

点に沿った事例として紹介します。 

【各教室の突出看板】 

建築当初から、文字とピクトグラムを併

用することで、各教室を直観的にわかる

ものようにしている。 

 

 

 

 

 

【教室内の役割分担表】 

子どもたちの授業や役割などの情報を整

理し、表や色、端的な言葉を使い、自分の

役割をひとめでわかるようにしている。 

 

 

 

 

 

【教室内の時間割表】 

ルビを振った端的な言葉や絵を用いた時

間割表を使い、朝一番に、一日の流れを

事前に伝え、子どもたちが見通しを立て

られるようにすることで、安心して一日

を過ごせるようにしている。また、授業

内容等はプレートとして、子どもたち自

ら時間割表を作ることで、より認識しや

すいものになっている。 



 

42 

 

【教室内の掲示板】 

掲示する情報をあらかじめ決めて、タイ

トルとして分類したうえで、「○○だより」

と大きめな文字で表示することで、見た

目も情報も整理されるため、子どもたち

の視界や注意の妨げになりにくい。 

 

 

 

【調理室の調理台】 

班分け番号に合わせた番号を調理台に表

示することで、どの調理台が自分の作業

場所なのかを直観的に認識しやすいもの

になっている。 

 

 

 

 

【更衣室出入口の足跡】 

出入口の床に、足跡を表示することで、

子どもたちが直観的に脱いだ靴の整理が

できるようになっている。 

 

 

 

 

【作業室前の工程表】 

出入口付近の掲示板に、模式図化した作

業工程表を掲示することで、作業動線に

合わせた工程が事前に確認できるように

なっているので、自然に安心して作業が

できる。また、保護者が来た際にも、子ど

もたちの作業工程を共有することができ

る。 
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【デジタルサイネージの例】 

■エキマトペ 

JR 東日本の上野駅では、「エキマトペ」という、電車の発着を知らせ

るアナウンスやドアの開閉音といった環境音を、文字や手話、オノマ

トペ※として視覚的に表現する装置の実証実験（令和４年６月～12

月）が行われました。※自然界の音や声、物事の状態を言語音で表現した言葉。 

 

関係者みんなで考える（利用者である子どもたちと鉄道会社・民間企業の協力で実現） 

「エキマトペ」は、鉄道を利用している生徒が多い、川崎

市立聾学校の子どもたちのアイデアをもとに、鉄道会社

と民間企業が協力し合い、だれもが使いやすく、鉄道利

用が楽しくなることをめざし、形にしたものです。 

 

デジタルサイネージによる情報提供（スーパーコンピューター×AI） 

表示される情報は、単一の無指向性マイクによって集音された音声を AI 分析し、各

番線のアナウンスを文字化したり、手話動画化したりするとともに、車両やホームド

ア、スピーカーから鳴る音をオノマトペ化しています。また、駅員のアナウンス内容

に合わせた感情豊かなフォントに自動変換させる機能もあり、利用者が興味を引く工

夫もされています。 

 

 

 

 

サインが持つ意味・役割（コミュニケーション手段としての働きかけ） 

聴覚障がい者以外の人が聴覚障がいについて考えたり、駅員が手話を勉強したりする

きっかけになっています。「エキマトペ」がめざすものは、多様な利用者にコミュニケ

ーション手段として働きかけ、人と人とが支え合う社会を作ることなのです。 

【ワークシート写真】 

未来の通学を 

デザインしよう！ 

ホームを歩く人や電車を待つ人に遮られる

ことがなく、みんなによく見え、ホームの

スペースを取らない自動販売機の上に設置

している。 

手書き風アニメーションとともにオノマト

ペを表示。聴覚障がい者の安全・安心の確保

だけでなく、だれが見ても楽しめる工夫が

凝らされている。 
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【公園サインの配慮事項の例】 

■ともに育つ公園。○○できない公園から○○できる公園へ 

豊島区は、区内に点在する小規模公園を活用し、地域コミュニティの場や地域課題解

決の場に再生していくプロジェクトを進めています。 

さまざまな意見や苦情などに対応した結果、禁止事項があふれてしまった使いにくい

公園ではなく、その公園でしたいこと、できることを地域の人と一緒に考え、地域と

ともに育っていく公園をめざしています。ここでは、協定を結んだ株式会社良品計画

とともに、「ともに育つこ公園。」をコンセプトに取り組んだ豊島区立「上り屋敷公園」

と「西巣鴨二丁目公園」を紹介します。 

 

継続的に開催される「井戸端かいぎ」 

公園での定点観測（利用者観察）や周辺環境調査（住宅・店舗・公共性の高い施設等

の関係性）をもとにして、地域へのヒアリングを行っています。このヒアリングは、

公園の一角を利用し「井戸端かいぎ」と称して、近隣の住民や学生、商店、保育園、

高齢者施設など地域のみなさんが参加しています。 
 

 
 

理解しやすく参加しやすい「公園で○○したい？」投票 

井戸端かいぎの参加者だけでなく、当日公園に立ち寄った人たちにも、公園での過ご

し方について意見を聞くために、理解しやすく短時間で答えられる「公園で○○した

い？」というフリップボードでの投票スタイルを採用しています。 
 

 

 

  

月１回程度のペースで開催。継続的に開催

するポイントは、次回の日時を決めておく

こと。 

公園で開催するメリットは、ふらっと公園

に来た人も参加できること。普段なかなか

聞こえてこない声を発掘できる。 

質問は、「○○したい？」という建設的なも

の。端的な言葉や絵などを使って問いかけ、

シールを貼って答えてもらうという、子ども

や高齢者でも意見を出しやすい工夫をして

いる。 

できることを実現するために、回を重ねるご

とに、質問を抽象的なものから具体的なもの

にしていくこともポイントとなっている。 
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増やせる「できる看板」と増やさない「お約束看板」 

禁止事項は「約束ごと」として１か所にまとめ、メインの看板は「禁止ではなく、“で

きる”を伝えるサイン」として、公園の利用者や地域との話し合いによって、公園内で

可能な活動内容（○○できる）を増やしていけるデザインとなっています。 

 

【できる看板（公園出入口に配置）】 

 

【お約束看板（公園内に１か所配置）】 

  

試作品を作り、内容や公園内での配置の確認をしている。 

利用者にも地域住民にも、お約束看板が１つは必要。 

地域住民との話し合いを重ねて作っているため、看板は地域住民の総意で変更や追加をし

ていくという仕組みができている。 

区の公園看板としての統一性と各公園の地域らしさ（地域の掲示板、○○できるプレート

の追加）を兼ね備えたしつらえとなっている。 
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資料編 
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  関連するマーク・ピクトグラムの一覧 

 

■ピクトグラム（絵文字） 

サインに使用される一般的なピクトグラムには、公益財団法人交通エコロジー・モビ

リティ財団の「標準案内用図記号」と日本工業規格の「案内用図記号（JIS Z 8210）」

と東京都の「国内外旅行者のためのわかりやすい案内サイン標準化指針のピクトグラ

ム」があります。 

施設特性を伝える手段としてピクトグラムを使用する場合には、標準案内用図記号や

他自治体の表記等を考慮し、板橋区独自のピクトグラムを使用することも有効です。 

また、個別に関係法令等が存在する場合には、それに基づいて整備します。 

 

⑴標準案内用図記号 

○サインに使用するピクトグラムは、全国的に共有されているものが認識しやすいた

め、「標準案内用図記号（一部が JIS 規格化 JIS Z 8210）」が望ましい。 

  

【標準案内用図記号 掲載場所】 

 公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団ホームページ 

 http://www.ecomo.or.jp/index.html 

 ＞バリアフリー推進事業＞標準案内用図記号 

 

⑵案内用図記号（JIS Z 8210） 

○国土交通省の「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」におい

て、案内板には案内用図記号（JIS Z 8210）に定められているピクトグラムを用い

ることとしている。 

 

【案内用図記号（JIS Z 8210） 掲載場所】 

 国土交通省「案内用図記号（JIS Z8210）」サイト 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_0001

45.html 

 

⑶国内外旅行者のためのわかりやすい案内サイン標準化指針のピクトグラム 

○必要に応じて、東京都の「国内外旅行者のためのわかりやすい案内サイン標準化指

針」で示されているピクトグラムを活用する。 

 

http://www.ecomo.or.jp/index.html
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000145.html
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000145.html
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【国内外旅行者のためのわかりやすい案内サイン標準化指針 掲載場所】 

東京都産業労働局観光部受入環境課ホームページ 

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/signs/ 

 

⑷板橋区独自のピクトグラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

板橋区屋外案内標識デザインガイドライン（板橋区） 

板橋区サイン多言語化基準書（板橋区） 

高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（国土交通省） 

国内外旅行者のためのわかりやすい案内サイン標準化指針（東京都） 

標準案内用図記号ガイドライン（交通エコロジー・モビリティ財団） 

  

現場の区職員の気づきとデザインを元に誕

生した、赤ちゃんの駅のピクトグラム。 

赤ちゃんや哺乳瓶などの絵を使って、授乳

やおむつ替えができるスペースであること

を示している。 

 

公園のスライダーの順番待ちをうながすピク

トグラム。 

足跡の絵を使って、直観的に立ち止まらせ、

文字を読ませるきっかけを作っている。 

ひとめで場所がわかる中学校のトイレのピクト

グラム。 

壁一面に大きな人の絵と矢印を描き、トイレの

ピクトグラムを見やすくし、また、自然にトイ

レまで誘導している。 

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/signs/
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  サインのその他配慮事項（現実的な場面・実際の使用感の想定） 

 

サインを実用的で安全なものにするために、利用者の利用場面（目線の高さ、接近し

やすさ、動線の整理（滞留・交錯・時間帯等）等）やサインの周辺環境（死角の有無、

明るさ（照明・自然光等）の確保、背景との関係、樹木の成長等）など、できるだけ

多くの現実的な場面や実際の使用感を想定します。 

 

【引用】 

板橋区屋外案内標識整備に関する基本的考え方（板橋区） 

【屋外案内標識における配慮事項の例】 
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  掲出の高さと掲示の幅 

 

⑴遠くから視認するサインの掲出の高さ  

○遠くから視認できるサインは、視認位置から仰角 10 度以下の範囲内でできるだけ

高い位置に掲出することが望まれる。 

○視認位置から仰角 10 度以下の範囲内に収まる高さを考慮すると、サインの掲出高

さ（床面からサイン下端まで）は、 

・サイン本体の天地が 300mm の場合「2500mm 前後」 

・サイン本体の天地が 400mm の場合「2700mm 前後」 

が望ましい。 

○なお、この数値は、車いすに座った場合にもあてはまる。 

 

 

  



 

51 

 

⑵近くから視認するサインの掲出の高さ・表示の幅  

○近くから視認するサイン（主に壁付型や自立型の案内サイン等）は、車いす使用者

と立位の利用者の双方が見やすいよう、床面からサイン表示面の中心までの高さは、

立位と車いすの視点の中間点よりもやや低い、1,250mm 程度にするのがより望ま

しい。 

○また、サインの幅は、表示する情

報量と必要な文字の大きさの判

断に加えて、誤読されない視方角

も考慮して設定する必要がある。

視方角が 45 度以下になると誤読

率が高まるとされている。例え

ば、視方角の限界を考慮すると、

視距離を１ｍと想定する場合は

２ｍ程度以内、視距離を２ｍと想

定する場合は４ｍ以内になる。 
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【参考】 

公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン（国土交通省） 

国内外旅行者のためのわかりやすい案内サイン標準指針（東京都） 

公共交通機関旅客施設のサインシステムガイドブック（国土交通省監修） 
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  文字等の表現方法 

 

■サインの文字とピクトグラムの大きさ 

○文字の大きさ（文字サイズ）とは、「文字高さ」のことを示す。 

○遠くから視認する吊下型等の誘導サインや記名サインなどは 20ｍ以上、近くから

視認する自立型や壁付型等の案内サインなどは４～５ｍ以下、案内サインの見出し

などは１０ｍ程度に視距離を設定することが一般的である。 

○施設利用者の特性や書体、周辺環境など、さまざまな条件によっても左右する。 

 

図 文字の大きさの選択の目安 

視距離  和文 文字サイズ  英文 文字サイズ 

30ｍの場合  120ｍｍ以上  90ｍｍ以上 

20ｍの場合  80ｍｍ以上  60ｍｍ以上 

10ｍの場合  40ｍｍ以上  30ｍｍ以上 

４～５ｍの場合  20ｍｍ以上  15ｍｍ以上 

１～２ｍの場合  9ｍｍ以上  7ｍｍ以上 

 

図 地図内に表記する文字やピクトグラムの大きさの目安 

  ピクトグラム  和文  英文 

凡例部表示  24.0mm  10.5mm  8.0mm 

特大サイズ  ―  18.0mm  14.0mm 

大サイズ  21.0mm  9.0mm  7.0mm 

中サイズ  16.5mm  7.0mm  5.5m 

小サイズ  12.0mm  5.0mm  4.0mm 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

観光活性化標識ガイドライン（国土交通省） 

公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン（国土交通省） 

国内外旅行者のためのわかりやすい案内サイン標準指針（東京都） 

和文文字サイズ 
＝文字高さ 

英文文字サイズ 
＝文字高さ 
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  色の理解 

 

■色のコントラスト（明度差の基準） 

○標識に使用する色彩は、視認性を確保するため背景色と文字色のコントラストが重

要であり、明度差を確保した配色とする。 

○下図の明度差スケールで５段階以上の明度差をつける必要がある。 

 

図 明度差スケール 

図内は、全て明度差スケール５段階以上確保された組合せである（日本工業規格 Z 8721 に

定めるマンセル表色系による） 

【参考】 

板橋区屋外案内標識デザインガイドライン 

国内外旅行者のためのわかりやすい案内サイン標準指針（東京都） 
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参考文献等 

 

書物 

○広辞苑 岩波書店 

○サインシステム計画学 赤瀬達三 著 

○サイン環境のユニバーサルデザイン 田中直人・岩田三千子 著 

○ユニバーサルサイン 田中直人 著 

○ユニバーサルデザインの基礎と実践 身体と空間特別研究委員会 著 

○公務員のためのデザイン作成術 佐久間智之 著 

○デザイン解体新書 工藤強勝 著 

○公務員のためのデザイン作成術 佐久間智之 著 

○伝わるデザインの基本 高橋佑磨・片山なつ 著 

○公共交通機関旅客施設のサインシステムガイドブック 国土交通省総合政策局交

通消費者行政課 監修 

 

板橋区 

○本庁舎サイン整備基本方針（契約管財課） 

○板橋区本庁舎 オフィス機能整備基本方針書（契約管財課） 

○板橋区屋外案内標識デザインガイドライン（都市計画課） 

○板橋区屋外案内標識整備に関する基本的考え方（都市計画課） 

○板橋区公共施設整備景観ガイドライン（都市計画課） 

○板橋区景観色彩ガイドライン（都市計画課） 

○板橋区公共施設標準仕様書（施設経営課） 

○板橋区サイン多言語化基準書（文化・国際交流課） 

○公園制札板仕様（みどりと公園課） 

○板橋区職員ナレッジ「やさしい日本語」説明（文化・国際交流課） 

○庁内掲示基準（総務課） 

○防災施設設置基準（地域防災支援課） 

 

他自治体（基準他） 

○大田区「サイン基本計画」 

○大田区「区立施設のサイン整備ガイドライン」 

○練馬区「建物サインづくりマニュアル」 

○世田谷区「情報のユニバーサルデザインガイドライン 改訂版」 



 

56 

 

○大垣市「大垣市ユニバーサルデザイン・サインマニュアル」 

○福岡市「認知症の人にもやさしいデザインの手引き」 

○経済産業庁「高齢者・障害者配慮設計指針 公共空間に設置する移動支援用音案内」 

○経済産業庁「高齢者・障害者配慮設計指針 触知案内図の情報内容及び形状並びに

その表示方法」 

○国土交通省・観光庁「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイ

ドライン」 

○総務省 HP「デジタルサイネージ」 

○東京都「国内外旅行者のためのわかりやすい案内サイン標準化指針」 

○国土交通省「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」 

○社団法人日本サインデザイン協会「音サイン導入マニュアル－音サイン導入の手引

き－」 

○消防庁「外国人来訪者や障害者等の安全な避難誘導のために。」 

○公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団「標準案内用図記号ガイドライン」 

○一般社団法人 日本標識工業会「『災害種別避難誘導標識システム』JIS Z 9098 防

災標識ガイドブック」 

 

研修 

○国土交通省 BF 施策基礎研修「わかりやすい案内サインの計画ポイント」 アール・

イー・アイ株式会社 萩野美由紀 

○国土交通省 BF 施策基礎研修「発達障害を手掛かりとして『行きたい』を『行ける』

社会にする」 橋口亜希子 

○国土交通省 BF 施策基礎研修「バリアフリー、ユニバーサルデザインの現状と課題

秋山哲男 

○板橋区公務員のためのデザイン講座 佐久間智之 

 

論文 

○桑波田謙 株式会社クワハタデザインオフィス「利用者の身体性に着目したエビデ

ンス・ベースド・デザインによる情報提供の重要性に関する考察」（日本デザイン学

会デザイン学研究） 

○西島悠介他「鉄道駅におけるサイン盤面内の矢印が利用者の方向判断に及ぼす影響」

（日本建築学会環境系論文集） 

 


